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大阪府では、平成２１年３月に策定した『大阪発“地方分権改革”ビジョン』に基づき、平成２２年度から３

年間で府内市町村へ特例市並みの権限移譲を実現することを目指しており、昨年７月以降、府と市町村との協

議・調整が行われてきました。

その結果、府と市町村との協議が整い、府が提示した事務のうち３年間で７５％の事務が市町村に移譲され

ることとなりました。また、そのうち１／３の事務は、豊能地域をはじめ、南河内地域などの市町村が広域連

携体制を構築して、受け入れを進めることとしています。

今後、大阪府では移譲事務が円滑に実施できるよう、市町村をしっかりサポートしていくこととしています。

《概　要》

○移譲予定事務数　８６事務

例：高圧ガス保安法に基づく許認可、身体障がい者手帳の交付、社会福祉法人の設立認可、

開発行為の許可、屋外広告物の許可、大規模小売店舗新設の届出　など

○権限移譲の受け皿としての広域連携体制の構築

・豊能地域（池田市、箕面市、豊能町、能勢町）

・南河内地域（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村）

・泉北地域（泉大津市、忠岡町）

・泉南地域（泉佐野市、田尻町）（阪南市、岬町）

【大阪府市町村課ホームページ】

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｓｈｉｃｈｏｓｏｎ/ｋｅｎｇｅｎｉｊｙｏｕ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ

平成１８年１２月に「地方分権改革推進法」が成立して以降、平成１９年４月に地方分権改革推進委員会が発足

し、平成２０年５月から平成２１年１１月までの間に、地方分権に関する第１次から第４次勧告が行われてきまし

た。以降、今後の地方分権に関する議論は、内閣府に設立された「地域主権戦略会議」に引き継がれました。

昨年１２月に開催された第１回地域主権戦略会議では、「地域主権戦略の工程表（案）」いわゆる「原口プラ

ン」が提示され、その内容は、地域主権戦略会議の発足からフェーズⅠ、フェーズⅡに分け、また、規制関

連、予算関連、法制関連に分けたスケジュール案となっています。同年１２月には、早速、この工程表（案）に

基づき、「地方分権改革推進計画」が閣議決定され、平成２２年の通常国会への地域主権推進一括法案（第１次）

が提出されました。

国における地方分権改革をめぐる動き

府内市町村（政令市を除く）への特例市並みの権限移譲
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さらに、今年夏には、地方の財源と権限を拡充する具体策を盛り込んだ「地域主権戦略大綱」（仮称）も策

定される予定です。

大阪版地方分権推進制度に基づき、平成２１年４月２日から平成２２年３月３１日の間に行われた移譲事務は、下

記のとおりです。

事　務　移　譲　の　状　況

資料１
Ｈ２１.１２.１４ 第１回地域主権戦略会議配付資料
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